
２年次　保護者様

　陽春の候、保護者の皆さまにおかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　さて、下記のとおり令和７年度授業料・諸会費等を口座振替にて納入していただきますので、

内容をご確認いただき振替日に不足が生じないようご協力をお願いいたします。

１　諸会費（PTA会費・後援会費や年次費等）　

5/26 6/26 7/25 9/26 10/27

（月） （木） （金） （金） （月）

４・５・６月分 ７・８・９月分 １０・１１月分 １２・１月分 ２・３月分

34,158 34,158 22,783 22,783 22,783

ＰＴＡ会費 900 900 600 600 600 3,600 （３００）

後援会費 5,775 5,775 3,850 3,850 3,850 23,100 （１，９２５）

空調費 2,550 2,550 1,700 1,700 1,700 10,200 （８５０）

生徒会費 2,400 2,400 1,600 1,600 1,600 9,600 （８００）

年　次　費 22,500 22,500 15,000 15,000 15,000 90,000 （７，５００）

口座振替手数料 33 33 33 33 33 165

２　授業料　（※就学支援金が認定になった方は引き落としはありません）

8/26 11/26 12/26 1/26

（火） （水） （金） （月）

４・５・６月分 ７・８・９月分 １０・１１・１２月分 １・２・３月分

29,700 29,700 29,700 29,700

※１年次就学支援金未申請、不認定だった方も今年度より授業料が無償になる予定です。

　ただし、授業料の無償化にあたっては申請が必要になります。後日改めて通知いたします。

３　納入方法

●当日の入金では間に合いませんので、引き落としの前日までに必ず引落用口座に入金をお願いします。

●再度の引き落としはできませんので、引き落としができなかった場合には、学校からの通知により事務室に

   現金で納入をお願いすることになります。

４　諸会費の減免について

●以下の要件に該当し諸会費の納入が困難な場合については、減免を行っています。

　（空調費・生徒会費・年次費は減免にはなりません）

　希望する場合は、事務室に申し出てください。

【対象者】以下の理由により保護者の所得が市町村民税非課税程度に減少した方

１保護者が天災その他不慮の災害を受けたため、納入が困難となった場合

２保護者が死亡又は全治３ヵ月以上の傷病にかかったため、納入が困難となった場合

３保護者の失職・転職、離婚等により家計が急変し、納入が困難となった場合

４保護者の当該年度の市町村民税（所得割）が非課税で納入が困難な場合

５児童福祉法に規定する施設入所・里親委託の場合

６児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されている場合

７生活保護を受給している場合

８保護者が受給している児童扶養手当の額が別に定める額以上の場合　　など

＊減免については、審査を経て決定となりますので、必ずしも減免になるとは限りませんのでご注意ください。

●年度途中で自然災害等での被災や家庭状況の変更などありましたら、必要に応じて事務室にご相談ください。

　 家計急変の場合、授業料の徴収猶予の措置等が該当になる場合があります。

※昨年度より減免を受けている場合は引き続き減免となりますので、改めて申請する必要はありません。

 　所得・世帯の状況の変化により減免を必要としない理由が生じた場合もしくは、減免の対象に該当する場合は

事務室まで御連絡ください。

　　　　　         　 令和７年４月

振　替　日 年間納入額

各回の納入額 118,800

各回の納入額

項目

　埼玉県立幸手桜高等学校長　　

令和７年度　諸会費の口座振替のお知らせ

振　替　日 年間納入額

幸手桜高等学校　事務室

電話０４８０－４２－１３０３

136,665 （月　額）


